
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

       「求人申込書（大卒等・高卒）」に 

 「青少年雇用情報欄」が追加されます！ 

新卒者等の求人を検討中の皆さまへ 

LL290210派若01 

○ ハローワークの「求人申込書（大卒等・高卒）」の様式を変更し、新たに「青少年雇

用情報欄」を加えました（申込書の４枚目として追加）。 

○ 平成29年３月１日以降にハローワークへ新規学校卒業者向けの求人（大卒等・高卒）

を提出する際は、「青少年雇用情報欄」が入った新しい様式を使用してください。  

※ 上記の様式変更により、「青少年雇用情報シート」を提出する必要はなくなります。 

※ 裏面にも関連する情報を掲載していますので、ご参照ください。 

大卒等及び高卒の求人申込書の「青少年雇用情報

欄」は、可能な限り全ての項目を記入していただ

くようお願いします。 

１ 募集・採用に関する情報 

(1) 過去３年度の新卒採用者数・
離職者数 

(2) 過去３年度の新卒採用者数の
男女別人数 

(3) 平均継続勤務年数 

2 職業能力の開発・向上に 
     関する状況 

(1) 研修の有無及び内容 

(2) 自己啓発支援の有無及び内容 

(3) メンター制度の有無 

(4) キャリアコンサルティング制
度の有無及び内容 

(5) 社内検定等の制度の有無及び
内容 

３   職場への定着促進に 
      関する状況 

(1) 前年度の月平均所定外労働時
間 

(2) 前年度の有給休暇の平均取得
日数 

(3) 前年度の育児休業取得対象者
数・取得者数（男女別） 

(4) 役員及び管理的地位にある者
に占める女性の割合 

▼ ご記入いただく項目 

溶け込み版 

求人申込書【大卒等４／４】／ 【高卒４／４】 



その他、このリーフレットの内容に関してご不明な点等がございましたら、 

都道府県局またはハローワークにお問い合わせください。 

○ 平成28年３月１日から、若者雇用促進法に基づいて、新卒者等に平均勤続年数や研修の有無及

び内容といった就労実態などに関する職場情報を提供する仕組みがスタートしました。  

○ 法律では、新卒者等の募集・求人申込みを行う企業は、労働条件を的確に伝えることに加えて、

幅広い職場情報を提供することが努力義務とされています。 

○ また、応募者等や求人申込みをしたハローワーク・職業紹介事業者または求人の紹介を受けた者

等から求めがあった場合は、情報提供項目の１～３の３類型それぞれについて、１つ以上の情

報を提供することが義務となります。 

情報提供の義務  

情報提供項目  

１  募集・採用に関す
る情報 

①過去３年度の新卒採用者数・離職者数、②過去３年度の新卒採用者数の男女
別人数、③平均継続勤務年数 
※参考値として、可能であれば平均年齢についても情報提供してください。 

２  職業能力の開発・
向上に関する状況 

①研修の有無及び内容、②自己啓発支援の有無及び内容、③メンター制度の有
無、④キャリアコンサルティング制度の有無及び内容、⑤社内検定等の制度の
有無及び内容 

３  職場への定着促進
に関する状況 

①前年度の月平均所定外労働時間、②前年度の有給休暇の平均取得日数、③前
年度の育児休業取得対象者数・取得者数（男女別）、④役員及び管理的地位に
ある者に占める女性の割合 

職場情報を提供することで、次のようなメリットが期待されます！ 

就職後の働き方に対するイメ

ージがより具体的に湧くこと

で、新規学卒者等の応募意欲

が高まり、求人への応募数が

増加します。 

新規学卒者等の応募意欲 

職場情報を事前に把握した上

での入社が可能となること

で、ミスマッチによる早期離

職を防ぐことができ、入社後

の定着率向上につながりま

す。 

入社後の職場定着 

企業情報の「見える化」が図

られることで、透明性が高い

企業との評価が得られ、企業

イメージが向上します。 

信用力、企業イメージ 

求人票の具体的な書き方については、「求人申込書（青少年雇用情報欄）の書き方の

ポイント」のリーフレットをご覧ください。 

「若者雇用促進法」における職場情報の提供について 

職場情報提供のメリット 



 ＜記載例＞ 
 ・ □□手当（時間外労働の有無にかかわら 
  ず、○時間分の時間外手当として△△円を 
  支給） 
 ・ ○時間を超える時間外労働分についての 
  割増賃金は追加で支給  
  ※ □□手当には、前頁の「毎月の賃金」 
   欄の「手当」欄に記載した固定残業代に 
   該当する手当の名称を記載してください。 

 
求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、
その他の労働条件を明示することは、職業安定法第5条の
３により義務付けられています。労働条件などの明示は、
労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮するため
にも、就職後のトラブルを避ける上からも重要です。 

 

高卒の求職者はアルバイト未経験者などもいることから、
求職者から誤解を生じにくいかたちで正確かつわかりや
すく記載していただきますよう、お願いします。 

 

ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアド
バイスを行っています。お気軽にご相談ください。 

求人事業主の皆さまへ 

（３／４） ｢公開希望｣ 
各高等学校の進路指導教諭に
対して、高卒就職情報WEB提
供サービスで求人情報を公開
することを希望する場合には
可、希望しない場合には不可
を選んで記入してください。 
 
「可」･･･ 
   求人事業所の名称など 
         を含む求人情報を提供 
「不可」･･･ 
   求人情報を提供しない 

（事業主の方へ） 

求人申込書（高卒）の 
書き方のポイント 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

溶け込み版 

｢採用・離職情報｣  
過去３年分の新規高卒者の応募者数、採用者
数とそのうちの離職者数を記入してください。 
 
なお、離職者数は、各年度の採用者数のうち、
記入日現在における離職者数を記入してくだ
さい。また、採用・離職者数は求人事業所単
位で記載してください。 

｢高校既卒者の応募｣  
職業紹介の参考とするため、高校既卒
者の応募の可否を選択してください。 
応募可の場合、「卒業後概ね何年」 
まで応募可能かを記載してください。 

LL290221派若02 

 
｢補足事項｣｢求人条件に
かかる特記事項｣ 
各欄に書ききれなかった内容
や応募上の注意事項、採用に
あたって参考となる情報など
を記入してください。 
なお、ハローワークが情報を
追加する場合がありますので、
あらかじめご了承ください。 
 
＜留意事項＞ 
① 学生が興味をもつ求人 
      は、自分の未来像が具 
      体的にイメージできる 
      情報が多いものです。 
      この「補足事項」欄な 
      どを活用して、企業の 
      特色や新入社員の研修 
      制度などを合わせて記 
      載すると、学生に対し 
      企業の魅力を効果的に 
      アピールすることがで 
      きます。 
 
② 異動や昇進昇給の状況、  
  休日出勤やノルマの有 
  無、福利厚生制度の利 
  用状況など具体的に明 
  記することによって、 
  早期離職を防ぐことが 
  できますので積極的に 
  記入してください。 
 
 
③ 入社に当たって道具の 
  購入や資格取得費用な 
  ど、自己負担 で支出が 
  必要なものがある場合 
  などは記入してくださ 
  い。 
 
④ 固定残業代制を取って 
      いる場合は、時間外労 
  働の有無にかかわらず 
  固定残業代として支給 
  することや、固定残業 
      代に相当する残業時間 
      と、その時間を超えて 
      残業した場合には超過 
      分についても適切に支 
      払うことなどを記入し 
      てください。 
   

求人申込書４枚目（青少年雇用情報）は、 
「求人申込書（青少年雇用情報欄）の書き方のポイント」 

を参照してください。 

 



あらかじめ事業所の住所を管轄するハロー   ワークにおいて事業所登録が必要です。  
（１／４） （２／４） 

｢雇用形態｣ 
該当する数字を記入してくだ
さい。 
１．正社員 
２．正社員以外（契約社員、 
      派遣労働者等） 
３．有期雇用派遣 
４．無期雇用派遣 
 
「２．正社員以外」を選んだ
場合は、右側[ ]内（特記事
項欄）に準社員、期間工など
の具体的な名称を記入してく
ださい。 
 

｢求人数｣ 
求人者が住宅（宿舎）を用意
しない場合には「通勤」、用
意した住宅（宿舎）に入居す
ることを条件とするときは
「住込」、雇い入れる労働者
の希望があれば、用意すると
きは「不問」に記入してくだ
さい。 

｢仕事の内容｣ 
生徒が最も重要視する項目の
一つです。詳しい記入をお願
いします。 
文字数が多いほど応募者が多
いという調査結果もあります。 

｢作業遂行上特に必要な知
識または技能｣ 
高校生の採用は未経験者の採
用が基本です。できる限り応
募機会を広げてくださいます
ようお願いいたします。 

｢契約更新の可能性の有無｣ 
「雇用期間」欄で「あり」と回
答した場合に記入してください。 
なお、契約更新の可能性「あ
り」の場合には、「原則更新」
か「条件あり」のいずれかを選
択し、更新の際の条件などにつ
いて「補足事項」欄（23欄）に
詳しく記入してください。 
 

 
｢企業年金｣ 
事業所登録の内容
と異なる場合は、
下記の該当する数
字を記入してくだ
さい。 
 
 １．厚生年金基金 
 ２．確定拠出年金 
 ３．確定給付年金 
 

｢就業時間｣ 
法定労働時間にご注意く
ださい。必要に応じて就
業規則や各種届出の内容
を確認させていただく場
合があります。 
 
残業が多い職場の場合は、
残業が増える時期などを
「補足事項」欄（23欄）
などに記入してください。 

 
 
｢休日等｣ 
「週休二日制」欄には、下記
の該当する数字を記入してく
ださい。 
１．毎週・・・完全週休二日 
   制を実施している場合 
２．隔週・・・隔週週休二日 
   制を実施している場合 
３．その他・・・それ以外の 
   形態で週休二日制を実 
   施している場合 
４．なし・・・週休二日制を 
   実施していない場合 
 
年末年始休暇や夏季休暇など
特別休暇がある場合は、「休
日、週休二日制のその他の場
合」欄に記入してください。 

｢応募前職場見学｣ 
生徒に応募先選定・確認の機会をできる限
り与えるため、積極的な受入れをお願いい
たします。 
 
なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職
業や職場への理解を深め、適切な職業選択
や、事前の理解不足による就職後の早期離
職の防止を目的として行っていただくもの
です。このことをご理解いただき、応募前
職場見学が求人者の採用選考の場とならな
いよう十分にご注意ください。 

｢受付期間｣｢選考日｣  
高校生の推薦開始期日は、推薦文書の到
達が９月５日（沖縄県については８月30
日）以降となっています。 
 
また、選考開始期日は９月16日以降と
なっています。ご注意ください。 

｢毎月の賃金｣ 
「基本給」欄には、原則として、
就職者が就職後に支払を受ける
初任給の確定額を記入してくだ
さい（固定残業代など各種手当
は含めないでください）。 
ただし、求人の申込み時点で確
定額の記入が困難な場合は、当
該年の新規学卒採用者の現行賃
金額を記入してください。 
 
また、記入した賃金に応じて、
「現行」か「確定」のいずれか
を選択してください。 
基本給は、月給制の場合にはそ
の額を、月給制以外の場合には
１日の所定労働時間、月平均労
働日数等から算出した月額を記
入してください。 
なお、「定期的に支払われる賃
金」とは、毎賃金支払時に全員
に決まって支給される賃金をい
います。 
 
固定残業代制を採用する場合は、
その名称及び金額を「手当」欄
に記載し、詳細を次頁の「特記
事項」欄に記載してください。
また、他の手当に固定残業代が
含まれる場合は、固定残業代分
を分けて記載してください。 

｢賃金形態等｣ 
該当する数字を記入してくださ
い。 
・月給･･･月額を決めて支給 
・日給･･･日額を決めて、勤務 
     日数に応じて支給 
・時給･･･時間額を決めて勤務 
     時間数に応じて支給 
・年俸制･･･年額を決めて、各    
      月に配分して支給 

｢通学｣ 
時間配慮「あり」の場合は、労
働の義務を免除した時間に対応
する賃金の支払いの有無のいず
れかを選択してください。 
通学時間は、「徒歩」、「バ
ス」、「スクールバス」など、
どのような交通手段を用いて何
分かを記入してください。 

｢宿舎｣ 
「独立の宿舎」とは、求人者の
居住する住居と同じ建物や、工
場・店舗などの建物の一部を改
造したものではなく、工場・店
舗などから完全に独立した宿舎
専用の建物をいいます。工場な
どと同一敷地内でも差し支えあ
りません。 

｢マイカー通勤｣ 
「可」の場合は駐車場の有無や
有料か無料かを「マイカー通勤
に関する特記事項」欄に記入し
てください。 

 
  
 

「試用期間」 
試用期間がある場合は試用期間の長さ、
試用期間中の労働条件を記入してくださ
い。なお、試用期間の長さは能力や適性
を判断するための最小限のものとするこ
とが望ましいです。 



 
 
求職者に対して、従事すべき業務内容、賃金、労働時間、
その他の労働条件を明示することは、職業安定法第5条
の３により義務付けられています。労働条件などの明示
は、労働者が職場に適応してその能力を有効に発揮する
ためにも、就職後のトラブルを避ける上からも重要です。 
   

大卒等の場合、初めての就職活動ということもあり誤解
を生じやすいため、正確かつわかりやすく記載していた
だきますよう、お願いします。 
  

ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアド
バイスを行っています。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

求人事業主の皆さまへ 

（３／４） 

｢公開希望｣ 
ハローワークインターネット
サービスでの求人情報や事業
所名の公開について、可もし
くは不可を選んで記入してく
ださい。   
なお、ハローワークインター
ネットサービスは、民間の人
材ビジネス企業のサイトなど
に求人情報の転載を認めてい
るため、公開すると事業所に
対して各種の問い合わせがく
る場合があります。あらかじ
めご了承ください。 
「可」･･･求人事業所の名称 
   などを含む求人情報 
   を提供 
「不可」･･･求人情報を提供 
   しない 

｢補足事項｣｢求人条件に 
かかる特記事項｣ 
各欄に書ききれなかった内容
や応募上の注意事項、採用に
当たって参考となる情報など
を記入してください。 
ハローワークが情報を追加す
る場合があります。あらかじ
めご了承ください。 
 
 
＜留意事項＞ 
① 学生が興味をもつ求人は、 
      自分の未来像が具体的に 
      イメージできる情報が多 
      いものです。この「補足 
  事項」欄などを活用して、  
      企業の特色や新入社員の 
      研修制度などを合わせて 
      記載すると、学生に対し 
      企業の魅力を効果的にア 
      ピールすることができま 
      す。 
 
 
② 異動や昇進・昇給の状況、 
  休日出勤やノルマの有無、 
  福利厚生制度の利用状況 
  など具体的に明記するこ 
  とによって、早期離職を 
  防ぐことができますので 
  積極的に記入してくださ  
  い。 
 
③ 入社にあたって道具の購  
  入や資格取得費用など、 
  自己負担で支出が必要な 
  ものがある場合は記入し 
  てください。 

 
 
 
 
｢採用・離職状況｣   
過去３年分の新規学卒者
等（大卒等）の採用者数
とそのうちの離職者数を
記載してください。 
 
なお、離職者数は、各年
度の採用者数のうち、記
入日現在における離職者
数を記入してください。
また、採用・離職者数は
求人事業所単位で記載し
てください。 
 

（事業主の方へ） 

求人申込書（大卒等）の 
書き方のポイント 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

溶け込み版 

LL290221派若01 

 
 
 
 
「試用期間」 
試用期間がある場合は、試
用期間の長さ、試用期間中
の労働条件を記入してくだ
さい。  
※ 試用期間の長さは能力
や適性を判断するための最
小限のものとすることが望
ましいです。 

 

④ 固定残業代制を取ってい 
      る場合は、時間外労働の  
  有無にかかわらず固定残 
  業代として支給すること 
  や、固定残業代に相当す 
  る残業時間と、その時間 
  を超えて残業した場合に 
  は超過分についても適切 
  に支払うことなどを記入 
  してください。 

 

  ＜記載例＞ 
・□□手当（時間外労働の有無
にかかわらず、○時間分の時間
外手当として△△円を支給） 
・○時間を超える時間外労働分
についての割増賃金は追加で支
給  
※ □□手当には、前頁の「毎
月の賃金」欄の「手当」欄に記
載した固定残業代に該当する手
当の名称を記載してください。 

 

求人申込書４枚目（青少年雇用情報）は、 
「求人申込書（青少年雇用情報欄）の書き方のポイント」 

を参照してください。 

 



あらかじめ事業所の住所を管轄するハロー  ワークにおいて事業所登録が必要です。 

（１／４） （２／４） 

｢学校種別｣ 
応募可能な学校種別をマークし
てください。 
また、留学生の採用実績、外国
人雇用状況届の提出実績がある
場合には「留学生」欄にもマー
クしてください。 

｢派遣｣｢請負｣ 
派遣または請負により他の事業
所で就業する仕事の場合は、い
ずれか一つマークしてください。 

｢雇用形態｣ 
該当する数字を記入してくださ
い。 
 
１.正社員 
２.正社員以外（契約社員・ 
    準社員等） 
３.有期派遣労働者 
４.無期派遣労働者 
 
｢２.正社員以外｣を選んだ場合は、
右側［ ］内(特記事項欄)に準
社員、期間工などの具体的な名
称を記入してください。 
 
無期派遣労働者については誤解
を招かないよう｢１.正社員」で
はなく、｢４.無期派遣労働者｣と
してください。 

｢仕事の内容｣ 
学生が最も重要視する項目の一
つです。詳しい記入をお願いし
ます。文字数が多いほど応募者
が多いという調査結果もありま
す。   

 
｢就業時間｣    
法定労働時間にご注意
ください。必要に応じ
て就業規則や各種届出
の内容を確認させてい
ただく場合があります。 
 
残業が多い職場の場合
は、残業が増える時期
などを「補足事項」欄
（20欄）などに記入し
てください。 

 
｢契約更新の可能性の有
無｣ 
「雇用期間」欄で「あり」と
マークした場合に記入してく
ださい。 
なお、契約更新の可能性「あ
り」の場合には、「原則更
新」か「条件あり」のいずれ
かを選択し、更新の際の条件
などについて「補足事項」欄
（20欄）に詳しく記入してく
ださい。 

 
｢企業年金｣ 
事業所登録の内容と
異なる場合は、下記
の該当する数字を記
入してください。 
 
 １.厚生年金基金 
 ２.確定拠出年金 
 ３.確定給付年金 

 
 
｢休日等｣ 
「週休二日制」欄には、下記
の該当する数字を記入してく
ださい。 
 
１．毎週・・・完全週休二日 
   制を実施している場合 
２．隔週・・・隔週週休二日  
   制を実施している場合 
３．その他・・・それ以外の 
   形態で週休二日制を実 
   施している場合 
４．なし・・・週休二日制を 
   実施していない場合 
 
年末年始休暇や夏季休暇など
特別休暇がある場合は、「休
日、週休二日制のその他の場
合」欄に記入してください。 
 

｢既卒者の応募｣ 
新卒採用求人について
は、少なくとも卒業後
３年間は応募できるよ
うご配慮をお願いいた
します。 

｢説明会｣ 
学生に応募先選定・確認
の機会をできる限り与え
るため、なるべく説明会
の開催をお願いいたしま
す。 
 
説明会を開催する際は、
学業に支障がないよう、
開催日時などに配慮して
ください。 

｢応募書類の返戻｣ 
応募書類は重要な個人情報で
す。原則として応募者に返却
してください。 
 
返却できない場合については、
その理由および処分方法など
の取扱いを確認させていただ
く場合があります。 

｢受付方法｣ 
該当する受付方法（志願
者からの応募方法）に
マークをしてください。 
 
受付先が事業所登録の際
の連絡先と異なる場合に
は、「書類提出先」欄に
受付先を記入してくださ
い。 

｢基本給｣ 
原則として、就職した人が就職
後に支払いを受ける初任給の確
定額を記入してください（固定
残業代など各種手当は含めない
でください）。 
 
ただし、求人の申込み時点で確
定額の記入が困難な場合は、当
該年の新規学卒採用者の現行賃
金とし、その旨を「求人条件に
かかる特記事項」欄（21欄）に
記入してください。 
 
また、基本給が月給制の場合に
はその額を、月給制以外の場合
には１日の所定労働時間、月平
均労働日数等から算出した月額
を記入してください。 
 
固定残業代制を採用する場合は、
その名称及び金額を「手当」欄
に記載し、詳細を次頁の「特記
事項」欄に記載してください。
また、他の手当に固定残業代が
含まれる場合は、固定残業代分
を分けて記載してください。 

｢賃金形態｣ 
「月給」の場合は「月給」を
○で囲み、それ以外の場合は
「月給」を横線で抹消した上
で「（ ）給」欄に記入して
ください。 
・月給･･･月額を決めて支給     
・日給･･･日額を決めて、勤務日 
         数に応じて支給 
・時給･･･時間額を決めて、勤務 
         時間数に応じて支給 
・年俸制･･･年額を決めて各月に 
     配分して支給 

｢ハローワーク以外への情
報公開｣ 
ハローワーク以外の職業紹介
事業者（地方自治体や民間職
業紹介事業者）への求人情報
の提供について、１～４から
選んで記入してください。求
人申込み･公開後にも変更可能
です。 

｢マイカー通勤｣ 
「可」の場合は駐車場の有無
や有料か無料かを「マイカー
通勤に関する特記事項」欄に
記入してください。 



求人申込書（青少年雇用情報欄）
の書き方のポイント 

求人申込書（大卒等・高卒）の様式が変更となり、「青少年雇用情報
欄」が、それぞれの求人申込書の４枚目に追加されます。 
 
平成29年３月１日以降にハローワークへ新規学校卒業者向けの求人（
大卒等、高卒）を申し込む際は、「青少年雇用情報欄」が入った新し
い様式の求人申込書を使用してください。  

（「青少年雇用情報シート」を提出する必要はありません。） 

具体的な記入方法については、２～３ページをご参照ください。 

 

《職場情報の提供について》 

労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無お

よび内容といった職場情報を新卒者等に提供することが、「若者雇用

促進法」によって、義務づけらています。 

この仕組みによって、新卒者等が企業の職場情報を理解した上で応募

してくるようになります。ミスマッチによる早期離職を解消し、若者

が充実した職業人生を歩んでいくための適職選択の支援だけでなく、

企業が求める人材の円滑な採用などにも役立ちます。 

また、特定地方公共団体や職業紹介事業者に新卒向け求人の申込みを

行う場合や、ホームページなどで直接新卒者等の募集を行う場合には

、「青少年雇用情報シート」（様式は厚生労働省ホームページからダ

ウンロードできます。）を活用して積極的に情報提供を行うよう努め

てください。 

 

 

▶「企業全体の情報」欄には、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。 

▶ 海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。 

▶ 原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。 

▶ 大卒等の求人票については、ハローワークの求人情報提供端末のほか、ハローワークイ
ンターネットサービス（求人情報等検索）（学生）及び大卒等就職情報WEB提供サービ
スにおいて、公開されます。 

▶ 求人の申込みの時点で未記入となっている項目がある場合に、求職者から照会があった
際は、あらためてハローワークから問い合わせさせていただきます。照会のあった項目
についてもご提供いただけますよう、ご協力をお願いいたします。 

ご不明な点は、お近くの都道府県労働局、ハローワークにお問い合わせください。                                                    

若者雇用促進法 検 索 

若者雇用促進法や、青少年雇用情報などの詳しい内容につきましては、 
厚生労働省のホームページからご覧いただけます。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122099.html                                               
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前事業年度の月平均所定外労働時間の算出方法 

前事業年度の労働者毎の一月あたりの所定外労働時間の平均値を合計した値を、労働者数で除して算出 
します。（管理的地位にある者については、算出対象から除いて差し支えありません。） 

 
 

求人事業主の皆さまへ 

記載する情報についての留意事項 

ハローワークにおける求人票（青少年雇用情報欄）の公開について 

月平均所定外労働時間と有給休暇の平均取得日数の算出方法 

前事業年度の有給休暇の平均取得日数の算出方法 

労働者ごとの年次有給休暇の取得日数を合計した値を、労働者数で除して算出します。（管理的地位に 
ある者、有給休暇が付与されていない者については、算出対象から除いて差し支えありません。） 

 

 前事業年度の所定外労働時間の合計  

 各月１日に在籍している労働者の延べ人数 

 前事業年度の労働者ごとの 
年次有給休暇の取得日数の合計 

 前事業年度の労働者数 
前事業年度の有給休暇の平均取得日数 ＝ 

前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝ 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

 労働者ごとの一月あたりの 
所定外労働時間の平均値の合計 

 前事業年度の労働者数 
前事業年度の月平均所定外労働時間 ＝ 

※月平均所定外労働時間は以下の計算方法で算出しても差し支えありません。 



 
①②新卒者等の採用者数／離職者数 

新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者
など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。 

直近で終了している事業年度を含む３年度間について
の状況を記入してください。離職者数は、各年度の採
用者数のうち、記入日現在における離職者数を記入し
てください。 

 
 ③平均継続勤務年数 

労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに
勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出
します。 
 
参考値：従業員の平均年齢 
若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではあ
りませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢
も可能な限り記入してください。 
 
平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、
事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値として
も差し支えありません。 

可能な限り全ての項目を記入して 
いただくようお願いします。 

全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供
の義務（以下の記入例における１～３の３類型それぞれ
で１項目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報
提供をお願いします。 

情報の範囲 

求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員以
外※の情報を提供してください。 
 
※ 正社員以外の情報は、 期間雇用者や派遣等、いわゆ

る正社員以外の直接雇用の労働者全てに関する情報
としてください。 

本求人に関する追加の情報提供 

企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区
分（例：総合職／一般職）、学歴別（大卒／高卒）や事
業所別、職種別などの情報についても、追加情報として
極力記入してください。＊ 追加の情報については、 貴
社の任意の区分の情報で構いません。 

 
①前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平
均取得日数 

算出方法はP4を参照してください。 

 
②③前事業年度の育児休業取得者数／出産者数 

育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記
載してください。 
男性については、配偶者の出産者数を記載してくださ
い。 
 
④役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 

求人区分に関わらず、貴社に雇用される全ての労働者
に関する情報としてください。 
 
＊｢管理的地位にある者｣とは、原則としていわゆる課

長級以上が該当します。 
 

 
  

３．職場への定着の促進に関する取組の実施状
況 

１．募集・採用に関する情報 

2 3 

・「あり」「なし」のどちらかを選択し、「あ
り」の場合は、その内容を右の欄に具体的に記入
してください。 
・制度として就業規則や労働協約に規定されてい
なくても、継続的に実施しており、かつそのこと
が従業員に周知されていれば「あり」と記入して
ください。 

※１キャリアコンサルティング 
労働者の職業の選択、職業生活設計または
職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、
助言や指導を行うこと。 

数値を算出して記入する項目については、小数点第２位
を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。 

２．職業能力の開発及び向上に関する取組の実
施状況 

②自己啓発支援の有無及びその内容 
 
教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場
合は、その情報を含めて記入してください。他には、
配置等についての配慮、始終業時刻の変更、資格取得
の費用補助等もこの欄に記入してください。 

③メンター制度の有無 

メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等
からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に
関する相談に応じ、並びに必要な助言その他の援助
を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のこ
とです。 

④キャリアコンサルティング※１制度の有無及びその
内容 
 
セルフ・キャリアドック※２を実施している場合は、
その情報を含めて記入してください。 キャリアコン
サルティングを実施する者が企業に雇用されている
かどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内
の仕組みとして実施されていることが必要です。 

※２セルフ・キャリアドック 
労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確
認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援
するため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的に
キャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。 

①研修の有無及びその内容 
 
具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修
の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記
入してください。 

求人申込書【大卒等４／４】／【高卒４／４】 


